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来
年
４
月
入
園
の
園
児
を
次
の
と

お
り
募
集
し
ま
す
。

《
町
立
幼
稚
園
》

▼
対
象
幼
児

　
平
成
19
年
４
月
１
日
時
点
で
、
大

磯
町
に
住
所
を
有
す
る（
ま
た
は
、

予
定
の
あ
る
）
平
成
13
年
４
月
２
日

〜
平
成
16
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
３

歳
児
・
４
歳
児
・
５
歳
児

▼
募
集
要
項
・
願
書
の
配
布

　
10
月
16
日（
月
）か
ら
各
幼
稚
園
に

て
配
布

▼
願
書
の
受
付

　
11
月
１
日（
水
）、
２
日（
木
）、
６

日（
月
）、
７
日（
火
）の
午
前
10
時
〜

午
後
３
時
に
お
い
て
、
各
幼
稚
園
で

受
付

▼
入
園
料
・
保
育
料

　
入
園
料
５，
０
０
０
円

　
保
育
料
月
額
８，
０
０
０
円

▼
幼
稚
園
問
い
合
わ
せ

・
大
磯
幼
稚
園
　
☎（
61
）０
５
０
５

・
小
磯
幼
稚
園
　
☎（
61
）４
０
９
５

・
国
府
幼
稚
園
　
☎（
71
）０
５
４
９

・
月
京
幼
稚
園
　
☎（
71
）３
０
５
０

《
私
立
幼
稚
園
》

　
募
集
要
項
の
配
布
は
10
月
16
日（
月
）

か
ら
、
願
書
の
受
付
は
11
月
１
日（
水
）

か
ら
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　
各
私
立
幼
稚
園
ま
た
は
県
学
事
振

興
課
　

☎
０
４
５（
210
）３
７
６
８

　
保
育
マ
マ（
家
庭
保
育
福
祉
員
）と

は
、
就
労
や
疾
病
な
ど
に
よ
り
、
日

中
、
家
庭
で
お
子
さ
ん（
３
か
月
か

ら
２
歳
児
ま
で
）の
保
育
が
で
き
な

い
保
護
者
に
代
わ
り
、
自
宅（
家
庭

保
育
福
祉
員
宅
）で
保
育
を
行
う
人

を
い
い
ま
す
。

　
児
童
の
保
育
に
熱
意
を
持
ち
、
知

識
、
経
験
の
あ
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

▼
保
育
マ
マ
の
要
件

①
保
育
士
の
資
格
の
あ
る
方

②
町
内
在
住
で
健
康
な
方

③
児
童
の
保
育
に
専
念
で
き
る
方

※
そ
の
他
、
家
屋
の
基
準
や
保
育
時

間
、
休
日
な
ど
詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
登
録
方
法

　
希
望
す
る
方
は
、
登
録
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
子
育
て
介
護

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

　
子
育
て
介
護
課
　

☎
内
線
３
０
６

　
平
成
15
年
の
児
童
福
祉
法
の
改
正

に
よ
り
、
従
来
の「
保
育
士（
保
母
）

資
格
証
明
書
」で
は
、
保
育
士
と
し

て
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
ま
し
た
。

　
今
後
、
保
育
士
と
し
て
業
務
を
行

う
方
で
ま
だ
手
続
き
が
お
済
み
で
な

い
方
は
、
県
知
事
に
登
録
し
、「
保
育

士
証
」の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
必

要
で
す
。

　
次
に
該
当
す
る
方
は
、
保
育
士
登

録
の
申
請
手
続
き
を
行
い
、
11
月
28

日（
火
）ま
で
に「
保
育
士
証
」の
交
付

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
登
録
申
請
用
紙
は
、
子
育
て
介
護

課
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

▼
登
録
が
必
要
な
方

　
保
育
士
と
し
て
、
現
在
働
い
て
い

る
方
、
ま
た
は
、
今
後
働
く
予
定
の

方※
保
育
士
と
し
て
働
く
予
定
の
な
い

場
合
は
、
必
ず
し
も
登
録
手
続
き

を
行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
保
育
士
登
録
の
ご
案
内

　
音
声
案
内
・
Ｆ
Ａ
Ｘ（
終
日
）

　
０
３（
５
４
８
５
）３
１
３
３

◎
問
い
合
わ
せ

　
子
育
て
介
護
課
　
☎
内
線
３
０
６

　
行
政
相
談
を
周
知
し
、
そ

の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
、

「
行
政
相
談
週
間
」が
実
施
さ

れ
ま
す
。

　
今
月
の
行
政
相
談
は
、
13

ペ
ー
ジ
の「
相
談
の
案
内
」を

ご
参
照
く
だ
さ
い
。

▼
行
政
相
談
委
員（
順
不
同
敬
称
略
）

・
湯
口
敏
昭（
国
府
新
宿
７
６
７
）

　
☎（
71
）０
８
８
６

・
金
子
タ
カ
子（
大
磯
２
１
５
１
―

３
）

　
☎（
61
）３
３
２
０

▼
相
談
事
項

　
国
の
行
政
機
関
の
業
務
の
ほ
か
、

公
団
、
公
庫
な
ど
の
特
殊
法
人
、
国

の
補
助
に
係
る
業
務
、
国
か
ら
県
、

市
町
村
に
法
定
受
託
し
て
い
る
業
務

に
つ
い
て

◎
問
い
合
わ
せ

・
総
務
省
神
奈
川
行
政
評
価
事
務
所

行
政
相
談
課

　
☎
０
４
５（
６
８
１
）１
１
６
５

・
地
域
協
働
課
　
☎
内
線
２
３
７

保
育
マ
マ

保
育
マ
マ

保
育
マ
マ

お
済
み
で
す
か
？

　長寿社会となった今、認知症には多くの関心が寄せられ
ています。

・認知症にならずに年を重ねたい・・。
・認知症予防のためには何をすればよいのでしょう。
・認知症の方にはどのように接すればよいのでしょう。

　認知症をよく理解するための8大法則・１原則をわかり
やすく解説していただきます。

　講師　川崎幸クリニック院長、（社）認知症の人と家族の
　　　会理事　杉山　孝博さん
　日時　１０月３０日(月)　午後2時～午後4時（1時３０分開場）
　場所　保健センター　2階研修室
　対象　どなたでも参加できます(参加費無料)
　申込み　１０月5日(木)から電話で先着１００名
申・問　子育て介護課　☎内線３１５

▼
▼

▼
▼

▼

問 申

（
家
庭
保
育
福
祉
員
）

募
集
し
ま
す を

保
育
士
登
録
は

行
政
相
談
週
間

行
政
相
談
週
間

行
政
相
談
週
間10月16日～22日


